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開催概要

議題

1.地域協議会について
2.大田区社会福祉法人協議会パンフレットの紹介について
3.協議事項「地域の福祉課題に関すること等について」

開催日時 令和7年5月26日（月）11時30分～正午
会場 大田区社会福祉協議会

事務局 大田区社会福祉協議会

委員 大田区地域福祉活動計画推進委員

オブザーバー 大田区福祉部（指導監査担当課長、法人指導担当）
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地域協議会の目的・役割

社会福祉充実計画において地域公益事業を行う場合

地域の福祉ニーズを的確に反映させるため関係者の意見を聴取する。

地域公益事業を行わない場合

「地域における公益的な取組」を推進するため、以下について協議する。

協議事項

• 地域の福祉課題に関すること

• 地域で求められる福祉サービスに関すること

• 関係機関との情報共有及び連携に関すること

• 「地域における公益的な取組」の取組内容・推進方策に関すること など

令和7年度は地域公益事業実施希望法人はありませんでした
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地域における公益的な取組 実施状況

概況

• コロナ禍での減少を経て過去最高
の件数を実施

• 東京都内の社会福祉法人の平均件数
・実施率を上回る高い実績

（参考：令和４年度平均件数3.9件、実施率99.3%）

100%
実施率

全法人で実施

19
対象法人数

130
取組件数

過去最高

6.8
1法人あたり平均

過去最高

令和５年度実績
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地域における公益的な取組 分類別取組状況（令和5年度実績）

1 地域の要支援者に対する相談支援

9件（6.9%）
取組例：子育て相談、体験保育、

ふれあい広場、育児・出産体験学習

2 地域の要支援者に対する配食、見守り、
移動等の生活支援
5件（3.8%）
取組例：配食サービス、

フードバンク食材の配送支援

3 地域の要支援者に対する権利擁護支援

0件（0%）
取組例：－

4 地域の要支援者に対する資金や物資の貸付・提供

2件（1.5%）
取組例：車椅子貸出、デイフロアの無償貸出

5 既存事業の利用料の減額・免除
2件（1.5%）
取組例：低所得者利用料負担軽減

6 地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動
6件（4.6%）
取組例：認知症カフェ、

お休み処・情報交流の場の提供

7 地域住民に対する福祉教育
22件（16.9%）
取組例：介護予防・フレイル予防活動、

小・中学生の福祉職場体験

8 地域の関係者とのネットワークづくり

53件（40.8%）
取組例：おおた福祉ネット、地域貢献活動、

地域行事参加、地域との交流事業

9 その他
31件（23.8%）
取組例：介護従事者研修、実習生の受入、

地域への情報提供

①

7% ②

4%

③
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1%
⑤

1%

⑥

5%
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17%

⑧

41%

⑨

24%

令和5年度
地域における公益的な取組

総件数：130件
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パンフレット紹介

大田区社会福祉法人協議会 おおた福祉ネット

「ネットワークで福祉をむすぶ」

改訂 令和6年12月（2015年7月発足時から改訂）

おおた福祉ネット参加法人数 41法人

主な内容

• 活動紹介（おおた福祉カレッジ、おおたスマイルプロジェクト等）

• エリア展開（大田区内を4つのエリアに分けた地域密着型活動）
• 参加法人一覧
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委員からの主な意見・課題

A委員
区長所轄以外の法人の取組も考慮すべき

記載方法の統一が必要

B委員
「公益的な取組とは何か」の共通理念を

すり合わせる必要、具体的な成果の可視

化を要望

C委員
居場所貸し出し等の地域ニーズあり

地域力推進会議等の活用を提案

D委員
配食サービス等での法人間連携の可能性に関心

E委員
社会福祉充実財産について質問（対象は2法人のみ）
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情報公開

地域協議会の議事録

大田区社会福祉協議会のホームページに掲載されています。

「地域のおける公益的な取組」の実施状況

WAM NETで公開されている現況報告書で確認できます。

「地域のおける公益的な取組」については、法人のホームページ等において、
積極的に情報発信することが重要です。

情報発信
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ご清聴ありがとうございました

お問い合わせ：

大田区福祉部福祉管理課法人指導担当

電話：03-5744-1215
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